
様式２（第３の６関係） 

会 議 の 概 要 

１ 会議名（審議会名） 宝塚市社会福祉審議会（令和５年度第１回） 

２ 開催日時 令和５年（2023年）６月５日（月）１４時３０分～１６時 

３ 開催場所 宝塚市役所 ４階 特別会議室 

４ 出席委員（敬称略） 藤井博志、松岡克尚、井上聖、福住美壽、長岡惠美、福本芳博、

明石ともえ、菅沼玲子、今北さゆり、川口圭子、梅田幸子、志

方龍、吉野真旨、朴信江、米岡秋徳、西口信幸 

５ 公開不可・一部不可

の場合の理由 

 

６ 傍聴者数 ０人 

７ 公開の可否 ☑可   □不可   □一部不可 

８ 議題及び結果の概要 １ 「諮問について」 

（１）審議内容の概要 

 諮問の対象となる計画趣旨について説明を行う。 

（２）主な意見 

 意見なし 

 

２ 「今後の進め方について」 

（１）審議内容の概要 

  計画策定にあたってのスケジュールなどについて報告を

行う。 

（２）主な意見 

＜委員＞ 

前期計画（第６期計画）総括及び評価や計画素案について、

審議会の中での意見交換・議論が含まれていない。 

また、本計画を審議するにあたっての、臨時委員を除く全体

会議の開催予定はあるか。 

＜事務局＞ 

現在、前期計画が現行の計画として運用されている最中なの 

で 3年間というくくりでの総括は難しい。 

前年の計画に対する振り返りは、全体会にて引き続き行う 

意見交換の場、９月の全体会にてご意見をいただく予定。 

なるべく早く小委員会での意見を全体会にはかれるよう事務 

を進めていきます。 



また、委員のみの会合は現段階では計画していないが、必要 

に応じて開催予定。 

 

１ 「宝塚市障害福祉計画（第７期計画）・宝塚市障害児福祉

計画（第３期計画）」 

(１) 審議結果の概要 

概要について、資料を用いながら説明を行う。 

 (２) 審議における主な意見 

＜委員＞ 

 障害者権利条約は、守らなければならず、守られているかど

うかのチェックを国連から受ける必要がある。 

本来、２年以内に審査を受ける事になっているが、審査を受

ける国が多いので、審査の順番が回ってくるのが遅いというの

が現状であった。 

日本への勧告は厳しいことが沢山かかれているが、日本が世

界的にどのようにみられているかがに如実に表れているもの

として受け止めて欲しい。 

私見ではあるが、一義的な責任は政府にあるが、政府が何か

をするまで待っていたらいいというものではない。自治体とし

ての取組が広がり、それが国に反映していけばよいと考えてい

る。各団体との連携を深めながら進めていきたい。 

＜委員＞ 

 第１回の小委員会までにはこれまでの取組の総括などある

程度は示して欲しい。 

＜委員＞ 

 障碍のある子どものニーズの整理に関して、教育委員会や子

ども未来部の分野とのかかわりはどのように計画しています

か。 

＜事務局＞ 

 臨時委員の中に養護学校の職員がおり、そこから意見をいた

だく予定である。 

また、学校教育とは引き続き、意見交換を行いながら情報共

有していくとともに、場合によってはオブザーバ的な参加を依

頼する事も可能かと考えている。 

＜委員＞ 

成果目標のうち相談支援の充実について、協議会における個



別事例を通じた検討と記載があるが、個別事例を挙げる事が重

要であると考えている。守秘義務の観点から実施は可能か 

＜事務局＞ 

 今後、やり方も含め相談します。 

＜委員＞ 

行政のサービスはどうしても年齢で切っていかないといけ

ないと思うが、年齢関係なくトータルでみる事が出来る仕組み

が今後必要であると考える。 

＜委員＞ 

また、課を超えた横断的な連携が出来る仕組みづくりも合わ

せて検討いただきたい。アンケートの項目ごとに関係部署に分

けるなど、他課との連携を強化いただきたい。 

＜委員＞ 

国の指針について、関係機関への共有を行っていないのであ

れば行って欲しい。 

＜事務局＞ 

 アンケートについては期間に限りがあるため、どこまででき

るか分からないが、連携が出来るよう対応する。 

 

 


